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入 札 説 明 書

この入札説明書は、政府調達に関する協定（昭和55年条約第14号）、会計法（昭和22年
法律第35号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）、国有林野事業経理規程（昭
和44年農林省訓令第34号）、競争参加者選定事務取扱要領（平成13年4月16日付け12林国
管第73号林野庁長官通達）、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知（以下「入
札公告等」という。）のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争に参加
しようとする者（以下「競争参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならな
い一般的事項を明らかにするものである。

１ 競争入札に付する事項
入札公告等のとおり。

２ 競争参加者に必要な資格
競争参加者に必要な資格は次のとおり。
ア 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）（以下「予決令」という。）第70条
及び71条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

イ 近畿中国森林管理局における平成２７・２８年度に係る一般競争参加資格審査に
おいて入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。（会社更生法（平
成14年法律第154号）に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再
生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一
般競争参加資格の再認定を受けていること。）

ウ 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記イの再認定を受けた者を除く。）
でないこと。

エ 契約担当官等から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づ
く指名停止期間中でないこと。

オ 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、
広島県内又は島根県、山口県、岡山県に所在すること。

カ 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国、県、市町村発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続してい
る者でないこと。

キ 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務のない者を
除く。）でないこと。

① 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務
② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務
③ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務

３ 入札及び開札
（１）競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式（添付は省略。契約担当官等において呈

示する。以下同様。）の契約書案、添付書類等を熟覧のうえ入札しなければならな
い。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明
を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由と
して異議を申し立てることはできない。

（２）競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書を直接または郵便（書留郵便に限る）
に提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札
は認めない。

（３）入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。

（４）入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。
（５）入札書の受領最終日時は、入札公告等のとおり。
（６）代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代

理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名し押印（外国人の署名を含む。
以下同じ。）をしておかなければならない。

（７）入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書及び単価内訳書を中封
筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等
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を朱書きし、外封筒の封皮には「何月何日開札（調達案件名）の入札書在中」と朱
書きしなければならない。

（８）競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部
分について押印をしておかなければならない。

（９）競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができな
い。

（10）競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を
履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

（11）契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争
入札を更正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期
し、又はこれを中止することができる。

（12）競争参加者の入札金額は、機械の運転に係る経費のほか輸送費、保険料等作業に
係る一切の諸経費及び資材調達価格を含めた入札金額を見積もるものとする。

（13）入札公告等により一般競争参加資格確認書を提出した者が、競争に参加する者に
必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合に
おいて、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有する
と認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。

（14）開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
（15）開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合におい

て、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない
職員を立ち会わせてこれを行う。

（16）入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員（以
下「入札関係職員」という。）及び（15）の立会い職員以外の者は入場することが
できない。

（17）競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することが
できない。

（18）競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に
競争参加資格の有資格者に交付される「資格確認通知書」の写し及び身分証明書又
は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。

なお、「資格確認通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない
場合は、入札に参加できない場合がある。

（19）競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認め
た場合のほか、入札場を退場することができない。

（20）入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者

（21）競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人
となることができない。

（22）開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の
入札がないときは、再度の入札をすることがある。

なお、郵便入札による者は再度の入札には参加できない。
(23) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙１）について入札前に確認し

なければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

４ 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者

の提出した入札
イ 入札金額、請負に付される作業内容等（建設機械の規格等）の表示、競争参加者

本人の氏名及び押印（法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押
印）又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並
びに当該代理人の氏名及び押印のない入札

ウ 委任状を持参しない代理人のした入札
エ 作業内容等（建設機械及び資材の規格等）の表示に重大な誤りのある入札書
オ 入札金額の記載が不明確な入札
カ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札
キ 単価内訳書の添付がない入札
ク 単価内訳書の記載内容に重大な誤りのある入札
ケ 競争参加者の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）の判然
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としない入札
コ 暴力団排除に関する誓約事項（別紙１）について、虚偽又はこれに反する行為が

認められた入札
サ その他入札に関する条件に違反した入札

５ 落札者の決定
（１）有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って申込をした者を契約の相手方とする。
（２）落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。
（３）（２）の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引か

ない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引
かせ落札者を決定するものとする。

（４）落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、
落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が
納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するもの
とし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額（入札
書に記載した金額の100分の108に相当する金額）の100分の5に相当する金額を違約
金として徴収するものとする。

６ 契約書の作成
（１）競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定し

た日から１０日以内に別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。
（２）契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その

者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付
を受けてこれに記名して押印するものとする。

（３）（２）の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の１
通を契約の相手方に送付するものとする。

（４）契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨
に限るもとする。

（５）契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は
確定しないものとする。

７ 契約条項
別紙、建設機械作業契約書（案）のとおり。

８ 入札者の求められる義務
（１）競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について

開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
（２）競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の

証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参
加者の負担において完全な説明をしなければならない。

９ その他必要な事項
（１）契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。
（２）競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて

当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
（３）本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項

を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
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別紙１
暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも
該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと
なっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有
価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提
供することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者
（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している
者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である
とき

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
とき

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
どしているとき

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者
（１） 暴力的な要求行為を行う者
（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
（５） その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。


